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道路交通法施行令の一部を改正する政令等の施行に伴う事務処理上の留意事項等

について（ＩＣカード免許証関係）

平成１３年の道路交通法の一部改正により、公安委員会は、免許証に電磁的方法によ

る記録を行うことができる旨の条文が設けられたが、本日公布された道路交通法施行令

の一部を改正する政令（平成１６年政令第３８１号。以下「改正政令」という ）及び。

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令 平成１６年内閣府令第９３号 以下 改（ 。 「

正府令」という ）において、電磁的方法による記録が行われた免許証（以下「ＩＣカ。
ード免許証」という ）の発行を開始するために必要な規定の整備が行われ、平成１７。

年４月１日から施行されることとなった（別添１官報の写し及び別添２新旧対照条文参

照 。）

これらの改正の趣旨、内容及び留意事項は下記のとおりであるので、事務処理に遺憾

のないようにされたい。

なお 以下この通達において 令 とは改正政令による改正後の道路交通法施行令 昭、 「 」 （

和３５年政令第２７０号）を 「府令」とは改正府令による改正後の道路交通法施行規、

則（昭和３５年総理府令第６０号）をいうものとする。

記

第１ 運転免許関係手数料の標準の改正（令第４３条関係）

１ 趣旨

ＩＣカード免許証の発行を開始するために必要な手数料の標準の改定を行うもの

である。

２ 内容

電磁的方法による記録が行われる場合と行われない場合のそれぞれにおける免許

証交付手数料、免許証再交付手数料及び免許証更新手数料について、物件費及び施

設費に対応する額並びに人件費に対応する額を規定した。
３ 留意事項

。 、平成１７年４月１日までに各都道府県の手数料条例の改正が必要である ただし

電磁的方法による記録が行われる場合の手数料を条例で定める時期については、各

都道府県におけるＩＣカード免許証の発行開始時期に応じて当該都道府県が判断す

ることとして差し控えない。

第２ ＩＣカード免許証に電磁的方法により記録する事項等（府令第１９条、第１９条



の２及び別記様式第１４関係）

１ 趣旨

ＩＣカード免許証の発行を開始するために必要な規定を整備したものである。

２ 内容

( ) ＩＣカード免許証については、免許を受けた者の本籍（外国人にあっては、国1
籍）を券面に記載しないこととする。

( ) ＩＣカード免許証には、免許証の記載事項（本籍を含む 、当該免許証を交2 。）

付した公安委員会の名称及び免許を受けた者の写真を電磁的方法により記録する

こととする。

３ 留意事項

ＩＣカード免許証の仕様等については 「ＩＣカード化運転免許証及びその運転、

免許証作成システム等の仕様について （平成１６年２月５日付け警察庁丁運発第」

１６号）により通達済みであるが、本改正に伴うＩＣカード免許証の仕様等の変更

については、別途通達する。

第３ ＩＣカード免許証に係る住所の取扱い（改正府令附則第２項関係）

１ 趣旨
ＩＣカード免許証に係る記載事項変更は、電磁的方法による記録を行う必要があ

ることから（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９４条第１項 、追記装）

置が備え付けられた窓口で実施しなければならない。そこで、追記装置が記載事項

変更窓口に相当程度整備されるまでの間、ＩＣカード免許証に係る記載事項変更の

利便性を確保するため、所要の経過措置を設けたものである。

２ 内容

電磁的方法による記録については、当分の間、免許を受けた者の住所を除いて行

うことができる。

３ 留意事項

免許はいずれの公安委員会のものであってもその効力が同一であり、かつ、全国

で通用するものであること、また、免許保有者の都道府県を越えた住所の移動も頻

繁であること等の免許の性質にかんがみ、当分の間、電磁的方法による記録につい

ては、全国統一的に免許を受けた者の住所を除いて行うこととする。

なお、免許を受けた者の住所を電磁的方法により記録することとする時期につい

ては、別途通達する。

第４ その他の留意事項

警察庁においては、平成１７年度から平成２０年度にかけてＩＣカード免許証の
発行が順次開始されること、ＩＣカード免許証導入によるメリット等について広報

を行うことを予定しているが、平成１７年度にＩＣカード免許証の発行開始を予定

している都道府県に限らずその他の都道府県においても、部内及び部外に対する広

報啓発を図られたい。
















